
 1

第５３回足立区都市計画審議会議事録 

１．日 時 平成２７年１０月２３日（金） 

      午前９時３０分開会 

      午前１０時５０分閉会 

２．場 所 足立区役所庁議室（南館８階） 

３．出席委員 

   （１）委員現在数  ２１名 

   （２）出席委員数  １９名 

長塩英治（会長）野沢太三（会長職務代理者） 

根上彰生（委員）松本 昭（委員） 

高山のぶゆき（委員）渕上 隆（委員） 

古性重則（委員）佐々木まさひこ（委員） 

山﨑 健（委員）小林英一郎（委員） 

田中忠穂（委員）川名俊郎（委員） 

岡田英樹（委員）中川美知子（委員） 

髙田一雄（委員）井上雅雄（委員） 

須广 誠（委員）山﨑有康（委員） 

後藤治久（臨時委員） 

４.出席専門委員   

三橋雄彦 工藤 信 斑目好一 土田浩己 

服部 仁 

５．出席幹事 

大竹俊樹 八鍬一生 田中靖夫 

成井二三男 

６．出席説明者 

石鍋産業振興課長 

７．事務局等出席者 

宇田川 國井 多和田 福澤 内田 近藤 中村 

増本 和泉 神田 山下 森屋 大越 

８.傍聴者 無し 

９．議 事 

（１）審議事項３件 

（２）報告事項４件 

（３）その他 

１０.議 題 

第１号議案 補助第１３８・１４０号線弘道二丁目

周辺地区関連 

１－１ 東京都市計画地区計画補助第１３８・１４

０号線弘道二丁目周辺地区地区計画の決定（足立区

決定）について 

１－２ 東京都市計画用途地域の変更（東京都決

定）について〔東京都からの意見照会〕 

１－３ 東京都市計画高度地区の変更（足立区決

定）について 

１－４ 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変

更（足立区決定）について 

第２号議案 足立区中南部一体地区防災まちづくり

関連 

２－１ 東京都市計画用途地域の変更（東京都決

定）について〔東京都からの意見照会〕 

２－２ 住居系用途地域における建築形態制限（前

面道路幅員による容積率の低減係数）の変更（足立

区決定）について 

２－３ 住居系用途地域における建築形態制限（道

路斜線制限の勾配）の変更（足立区決定）について 

２－４ 東京都市計画地区計画千住旭町地区地区計

画の変更（足立区決定）について 

２－５ 東京都市計画防災街区整備地区計画西新井

駅西口周辺地区防災街区整備地区計画の変更（足立

区決定）について 

第３号議案 東京都市計画生産緑地地区の変更（足

立区決定）について 

11.報 告  

１）（仮称）伊興五丁目公園の都市計画変更につい

て 

２）一般廃棄物処理施設の位置の許可について 

３）足立区都市計画マスタープラン改定について 

４）国家戦略特別区域を活用した都市農業の推進つ

いて 

12．議事の経過 

 以下のとおり 
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本議事録は、事実と相違ないことを証し、ここに署

名します。 

 

  平成   年   月   日 

 

議事録署名人 

 

会    長 

 

委    員 

 

 

○大竹幹事 皆さん、こんにちは。定刻になりまし

たので、始めさせていただきます。 

 本日は、お忙しい中、第５３回足立区都市計画審

議会にご出席をいただきまして、まことにありがと

うございます。私、本日司会を務めさせていただき

ます都市計画課長の大竹と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、ただいまから議案審議を始めさせてい

ただきます。議事の進行につきましては、長塩会長

にお願いいたします。 

〇長塩会長 おはようございます。本日はお忙しい

中を足立区都市計画審議会にご出席いただき、まこ

とにありがとうございます。 

ただいまから第５３回足立区都市計画審議会を開

会いたします。 

 なお、発言に当たりましては、その都度挙手の上、

職名もしくは氏名を名乗られてから、お願いいたし

たいと思います。 

 まず初めに、事務局から本日の資料確認と審議議

案について説明してください。 

〇大竹幹事 それでは、皆様に事前にお配りいたし

ました資料と審議議案の確認をさせていただきます。 

 まず、次第をご覧いただければと思います。 

 本日の議事でございますが、議案が大きく３件、

報告事項が４件となってございます。 

議案につきましては、第１号議案、「補助第１３

８・１４０号線弘道二丁目周辺地区関連」といたし

まして記載の４件、第２号議案、「足立区中南部一

帯地区防災まちづくり関連」といたしまして記載の

５件、第３号議案、「東京都市計画生産緑地地区の

変更について」でございます。 

続きまして報告事項ですけれども、報告事項１、

「（仮称）伊興五丁目公園の都市計画変更につい

て」、報告事項２、「一般廃棄物処理施設の位置の

許可について」、報告事項３、「足立区都市計画マ

スタープラン改定について」、報告事項４、「国家

戦略特別区域を活用した都市農業の推進について」

でございます。 

その他の資料でございますけれども、委員等の名

簿、座席表、「第５３回足立区都市計画審議会 議

案書（計画図書）」とある議案書一つづり。 

 「第５３回足立区都市計画審議会 議案説明資

料」とあります、黄緑色の表紙の議案説明資料一つ

づりでございます。 

 また、右上に「第２号議案 別添資料」とありま

すＡ３カラーで二つ折りの資料を１枚ご用意してご

ざいます。 

また、「第５３回足立区都市計画審議会報告説明

資料」とあります、水色の表紙の報告説明資料一つ

づり。 

「第５２回都市計画審議会議事録」とある前回議

事録の一つづりでございます。 

 以上が本日の資料となってございます。不足して

いる資料等がございましたら、事務局のほうにお知

らせいただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 このほか、会場内に用意してございます参考資料

といたしまして、足立区基本計画、足立区都市計画

マスタープラン、足立区緑の基本計画、足立区都市

計画図Ⅰ及びⅡがございます。お配りはしてござい

ませんが、必要なものがございましたら、事務局の
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ほうにお知らせいただければと思います。 

 続きまして、「議案書」と表紙が黄緑色の「議案

説明資料」の関係についてご説明をいたします。 

 「議案書」は、都市計画決定の計画図書でござい

ます。「議案説明資料」は、「議案書」を補足説明

するための資料となっております。 

 また、モニター、マイクの使い方について、あわ

せてご案内いたします。 

 本日の説明につきましては、お手元の資料をご覧

いただくことを基本に資料作成をしております。説

明の際には、お手元の資料をご覧いただきますよう

お願いいたします。 

 モニターにつきましては、説明をしているページ

をお示しするために使用したいと思いますので、そ

のようにご理解ください。特別にモニターを見てい

ただきたい場合は、そのときに申し上げますので、

ご理解のほどお願い申し上げます。 

 皆様のお席のマイクでございますけれども、ご発

言の際には、目の前にありますスイッチを入れてい

ただきまして、終わりましたらスイッチを切ってい

ただきますようにお願い申し上げます。 

 また、本日は、議案、報告事項が多い関係上、審

議案件が終了後でございますけれども、１０分程度

の休憩をさせていただければと考えてございます。

ご了承ください。 

 事務局からは以上でございます。 

〇長塩会長 それでは、審議に入る前に、委員の出

席状況を事務局からご報告願います。 

〇大竹幹事 本日は、定数２１名のところ１９名の

ご出席をいただいております。過半数のご出席をい

ただいておりますので、審議会が有効に成立するこ

とをご報告申し上げます。 

〇長塩会長 議事録署名人は、私と野沢委員さんが

務めますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 第１号議案、「補助第１３８・１４０号線弘道二

丁目周辺地区関連について」、八鍬まちづくり課長

から説明願います。 

〇八鍬幹事 まちづくり課長の八鍬でございます。

私からは第１号議案についてご説明をさせていただ

きます。 

まず最初に、右上に「白色」と書かれた議案書の

表紙をご覧ください。 

第１号議案、「補助第１３８・１４０号線弘道二

丁目周辺地区関連」として、４つの都市計画案がご

ざいます。１－１、東京都市計画地区計画補助第１

３８・１４０号線弘道二丁目周辺地区地区計画の決

定（足立区決定）について。１－２、東京都市計画

用途地域の変更（東京都決定）について〔東京都か

らの意見照会〕。１－３、東京都市計画高度地区の

変更（足立区決定）について。１－４、東京都市計

画防火地域及び準防火地域の変更（足立区決定）に

ついて。以上、４件の議案について審議をしていた

だきます。 

また、１－２、東京都市計画用途地域の変更につ

きましては、東京都決定の都市計画であるため、区

から都に対して意見照会の回答を行うために、足立

区都市計画審議会に付議するものでございます。 

続きまして、議案書の構成についてご説明いたし

ます。 

議案書の構成は全議案共通です。 

まず、議案書の１ページをご覧ください。 

議案名は記載のとおりです。提出者は足立区長、

近藤弥生です。 

提案理由といたしましては、東京都市計画地区計

画補助第１３８・１４０号線弘道二丁目周辺地区地

区計画の内容を決定するにあたり、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定に

基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るため提案いたします。 

 続いて、２ページをご覧ください。２ページ目が

「都市計画の案の理由書」になります。 

なお、議案１－２に関しましては、この後、東京

都からの意見照会がございます。 
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続いて、３ページから５ページが計画書となって

おります。 

続きまして、６ページが総括図になっております。 

次に、７ページから８ページが計画図となってお

ります。 

なお、議案１－２につきましては、後の第２号議

案と共通の計画書、総括図を使用しております。 

本来であれば議案書で説明するところでございま

すが、内容をよりわかりやすくした議案説明資料に

沿って説明させていただきます。 

恐れ入りますが、お手元にあります右上に「黄緑

色」と書かれた議案説明資料の１ページをご覧くだ

さい。 

趣旨及び目的でございます。最初に南側の図１を

ご覧ください。対象区域は点線で示してありますつ

くばエクスプレス線青井駅の南側に位置する地区で

ございます。 

補助第１３８号線は、東京都の防災都市づくり推

進計画において、主要延焼遮断帯に位置づけられ、

足立区都市計画マスタープランにおいても、防火帯

の機能向上を図るとしております。 

また、補助第１４０号線は、足立区地区環境整備

計画において、土地の高度利用を図るとしておりま

す。 

このような背景を踏まえ、都市計画道路等の進捗

状況に合わせ、幹線道路沿道にふさわしい都市型住

宅を主体とした複合型市街地の形成を図るとともに、

延焼遮断帯形成を促す土地利用を誘導し、災害に強

い安全なまちの形成を図るため、地区計画を新たに

決定するとともに、用途地域などの都市計画を変更

する予定でございます。 

続きまして、２ページをご覧ください。２の計画

概要です。 

（１）地区計画案の概要を説明します。①、②、

地区計画の名称、位置は記載のとおりでございます。

③、面積につきましては約５．２ヘクタールでござ

います。④、地区区分及び各地区の土地利用の方針

は、右側の図２に記載しております。⑤、地区整備

計画の内容は、アからオまでの５つの項目とします。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

表１から次の４ページの表３までは、変更内容を

一覧にまとめたものとなります。 

続きまして、５ページをご覧ください。 

５ページの図３、これは用途地域等の変更概要を

図であらわしています。図中の番号と先ほどの３ペ

ージから４ページの表の番号は連動しておりますの

で、あわせてご覧ください。 

続いて、恐れ入りますが、３ページへお戻りくだ

さい。 

最初に、（２）用途地域変更案の概要について説

明いたします。主な変更といたしましては、補助第

１３８・１４０号線の沿道の第一種中高層住居専用

地域を第一種住居地域に変更並びに補助第１３８号

線の沿道の近隣商業地域の境を沿道２０メートルか

ら３０メートルに変更します。加えて、容積率を一

律３００％にします。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

（３）高度地区の変更案の概要です。第３種高度

地区といたします。また、補助第１３８号線の沿道

に最低限度高度地区７メートルを新たに指定します。 

最後に、（４）防火地域及び準防火地域の変更案

の概要です。補助第１３８号線の沿道を防火地域と

します。 

以上が用途地域等の変更概要です。 

続きまして、６ページをご覧ください。 

３、都市計画手続きの経緯と今後の予定でござい

ます。経緯は記載のとおりでございます。９月２４

日から１０月８日まで、都市計画法第１７条に基づ

く都市計画案の公告・縦覧を行いました。この間の

意見書の提出はございませんでした。また、今後の

手続きでございますが、用途地域の変更につきまし

ては、１１月１７日開催予定の第２１１回東京都都

市計画審議会を経て、３議案とあわせ１２月１７日

に都市計画の決定・告示を予定しております。 
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以上で第１号議案の説明を終わります。ご審議の

ほど、よろしくお願いします。 

〇長塩会長 それでは、第１号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

ら、お願いいたします。髙田委員。 

○髙田委員 まちづくり推進委員長の髙田でござい

ます。 

補助第１３８号についてなのですけれども、１４

０号線との交差点から東側に向かったところに綾瀬

新橋がございます。この図を見ますと、綾瀬川の中

心まで影響するということでよろしいんですか。 

〇長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 そのとおりでございます。 

〇髙田委員 そうしますと、今、綾瀬新橋に水害時

のための開閉式の扉があると思うんですけれども、

どういうふうな影響をするかということをお聞きし

たいんですけれども、特にここは影響を及ぼさない

んですか。 

〇長塩会長 都市建設部長。 

〇工藤専門委員 影響はございません。ただいま、

東京都が、ここの架け替えに向けて地元に入ってお

ります。架け替えると大分高くなりますので、今と

状況は変わってくるというふうに思います。 

あと１点、補足説明をよろしいですか。 

参考までですけれども、１４０号線、縦の路線で

ございますけれども、これにつきまして１１月７日

に開通ということで、１０時から現地で記念式典が

行われる予定でございます。以上でございます。 

〇長塩会長 髙田委員。 

〇髙田委員 ということは、今の橋よりも大分高く

なるので、開閉式の堤防みたいなものはなくなると

いうことでよろしいんですかね。 

○長塩会長 都市建設部長。 

〇工藤専門委員 完成すれば、それはなくなるとい

うことです。 

○髙田委員 では水害に対しても強いまちになって

いくと考えてよろしいんですか。 

〇工藤専門委員 そのとおりです。 

〇髙田委員 ありがとうございました。 

〇長塩会長 ほかにございますか。渕上委員。 

〇渕上委員 区議会の渕上です。 

先ほどの説明の中で、この地域が準防火地域から

防火地域に変更ということなんですけれども、まず

ちょっと２点伺いたいんですけれども、今後建築で

きるものについては耐火建築じゃないといけないか

どうかというのが１つと、それから既存の建物につ

いては、耐火にかえなくちゃいけないのかどうか。

その２点をお伺いしたいんですが。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

〇大竹幹事 現在の準防火地域から防火地域に指定

が変わりますと、これから建てる建物につきまして

は、１００平方メートル３階以上のものにつきまし

ては、耐火建築物でなければ建てることができませ

ん。それ未満のものにつきましては、準耐火建築物

で建てることが可能になります。現在建てられてい

る建物につきましては、既存不適格建築物というこ

とになりますけれども、今すぐ建替えなければいけ

ないということではなくて、今後建替えのときには、

その制限を守っていただきたいというようなことに

なります。 

〇長塩会長 ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○長塩会長 なければ、採決をいたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第１号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

 続きまして、第２号議案、「足立区中南部一帯地

区防災まちづくり関連」の審議を行います。大竹都

市計画課長から説明願います。 

〇大竹幹事 都市計画課長の大竹でございます。第

２号議案、「足立区中南部一帯地区防災まちづくり

関連」につきまして、ご説明をさせていただきます。 
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まず、お手元の資料、表紙が「白色」の「第５３

回足立区都市計画審議会議案書（計画図書）」の表

紙の第２号議案の箇所をご覧ください。 

今回、第２号議案、「足立区中南部一帯地区防災

まちづくり関連」といたしまして、用途地域の変更、

前面道路幅員による容積率の低減係数の変更、道路

斜線制限の勾配の変更、千住旭町地区地区計画の変

更、西新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画の

変更の５件の議案につきまして、一括してご審議い

ただきます。 

議案の内容につきましては、議案書にて各議案の

構成や提案理由を説明した後、わかりやすく議案説

明資料にてご説明させていただきます。 

最初に、議案書の構成ですが、各案件とも共通で、

提案書、都市計画の案の理由書、計画書、総括図、

計画図となっております。 

恐れ入りますが、議案書の２９ページをお開きく

ださい。 

議案の提出日は平成２７年１０月２３日、提出者

は足立区長、近藤弥生でございます。 

提案理由ですが、用途地域の変更につきましては、

東京都からの意見照会に回答するに当たり、ご提案

するものでございます。 

続きまして、４２ページをお開きください。 

前面道路幅員による容積率の低減係数の変更及び

道路斜線制限の勾配の変更につきましては、特定行

政庁である足立区が、足立区都市計画審議会の議を

経て、建築基準法の制限を変更するためにご提案す

るものでございます。 

次に５３ページ、あわせて７２ページを一緒にご

覧いただければと思います。 

容積率の低減係数の変更につきまして、円滑に運

用するために、千住旭町地区地区計画、西新井駅西

口周辺地区防災街区整備地区計画において、その整

合を図る必要があるために変更が必要となりました

ので、この変更につきましてご提案するものでござ

います。 

恐れ入りますが、戻りまして、議案書の３０ペー

ジをお開きいただければと思います。 

都市計画の案の理由となります。理由につきまし

ては、後ほど議案説明資料にてご説明をさせていた

だきます。 

３１ページをご覧いただきますと、議案２－１の

用途地域の変更は東京都決定でございますので、東

京都からの意見照会文が来てございます。 

次の３２ページから３４ページまでが計画書、３

５ページが総括図、３６ページから４１ページまで

が計画図となっております。 

４２ページ以降、議案２－２から２－５までの図

書の構成は同一となっております。 

それでは、議案の内容をご説明させていただきま

す。恐れ入りますが、次は表紙が黄緑色の議案説明

資料の７ページ目をお開きいただければと思います。 

まず、１の趣旨及び目的でございます。環状７号

線以南に広がります木造住宅密集地域を足立区中南

部一帯地区と申しておりますが、地区の大半が東京

都の防災都市づくり推進計画におきまして整備地域

に位置づけられておりまして、足立区都市計画マス

タープランや足立区防災まちづくり基本計画では、

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域の

指定等と修復型まちづくり事業を組み合わせながら、

不燃建築物への建替えを促進し、防災性を向上させ

ていくこととしております。 

一方で、東京都市計画都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針では、新たな防火規制区域が指定さ

れるなど、建築物の不燃化を促進する区域につきま

しては、狭小敷地での建替えなどに配慮し、建ぺい

率等を地域特性に応じて適切に設定し、耐火性の高

い建築物への建替えを促進することとしております。 

本地区では、市街地の不燃化を早急に進める必要

があることから、４月に東京都木密地域不燃化１０

年プロジェクトにおける不燃化特区の指定を受けて

おります。さらに、１０月１日付で東京都建築安全

条例に基づく新たな防火規制区域の指定を受けてお
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ります。 

これにあわせて、建築物の建替えを促進させるた

め、土地利用上の観点から検討した結果、面積約３

７８．６ヘクタールの区域について建ぺい率を、面

積約１３１．０ヘクタールの区域について前面道路

幅員による容積率の低減係数を、面積約１０２．８

ヘクタールの区域について道路斜線制限の勾配を変

更するものでございます。 

また、容積率の低減係数の変更に伴いまして、千

住旭町地区地区計画及び西新井駅西口周辺地区防災

街区整備地区計画にも容積率の低減係数の記載がご

ざいますので、整合を図るために、それぞれの地区

計画を変更するものでございます。 

議案説明資料の８ページをご覧ください。あわせ

まして、「第２号議案別添資料」と書かれたＡ３判

の見開きのチラシの裏面をご覧いただければと思い

ます。 

席上のモニターにはＡ３判見開きのチラシを表示

してございます。 

それでは、２の変更概要について、ご説明をさせ

ていただきます。 

まず建ぺい率ですが、原則足立区中南部一帯地区

内の第一種中高層住居専用地域及び工業地域を除き

ます都市計画で指定している建ぺい率６０％の区域

を、さらなる建替え促進のため８０％に変更いたし

ます。 

変更区域面積の内訳は、８ページの一番上の表に

記載のとおりでございます。 

区域につきましては、別添資料の左端の区域図の

水色の区域となります。横しまのハッチングにつき

ましては、第一種中高層住居専用地域、工業地域な

ど建ぺい率が６０％のままで変更にならない区域と

なりますが、これ以外の住居系と工業系の用途地域

の建ぺい率を８０％に変更してまいります。 

続きまして、前面道路幅員による容積率の低減係

数ですが、原則足立区中南部一帯地区内の住居系用

途地域の１０分の４、を１０分の６、に変更いたし

ます。 

変更区域面積の内訳は、８ページの表の中段に記

載のとおりでございます。 

区域につきましては、別添資料の中央の区域図の

赤色と水色の区域となります。 

なお、水色の区域につきましては、後ほどご説明

をさせていただきますが、地区計画との整合を図る

必要があるために、地区計画の変更を伴う区域とな

っております。 

続きまして、道路斜線制限の勾配についてですが、

原則足立区中南部一帯地区内の第一種中高層住居専

用地域を除く住居系用途地域の勾配を１．２５から

１．５に変更いたします。 

変更区域面積の内訳は、８ページの表の下段に記

載のとおりでございます。 

区域につきましては、別添資料の右端の区域図の

緑色の区域となります。また、横しまのハッチング

は、第一種中高層住居専用地域など、法律により勾

配が１．２５が上限とされておりまして、変更にな

らない区域となります。 

これらの変更を行うことで、建てられる建物の規

模や高さに関する規制が緩和され、道路のセットバ

ックにより敷地が狭くなる敷地でも、より建替えが

しやすくなると考えております。 

また、新たな防火規制区域内での建替えになりま

すので、準耐火建築物以上で建築する必要があり、

足立区中南部一帯地区全体の不燃化が促進され、ま

ちの安全性が向上すると考えております。 

続きまして、議案説明資料の９ページをご覧くだ

さい。 

千住旭町地区地区計画及び西新井駅西口周辺地区

防災街区整備地区計画の変更について、ご説明いた

します。 

まず、千住旭町地区地区計画ですが、先ほどご説

明いたしました前面道路幅員による容積率の低減係

数の変更に伴いまして、建築物等に関する事項を一

部変更いたします。右側の図の中で太線で囲った部
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分は住環境向上地区で、建築物の容積率の最高限度

の制限において「前面道路の幅員のメートルの数値

に１０分の４を乗じて得た数字」という文言があり

ますが、容積率の低減係数の変更に合わせまして整

合を図るため、その文言を１０分の４から１０分の

６に変更いたします。 

続きまして、西新井駅西口周辺地区防災街区整備

地区計画ですが、千住旭町地区地区計画と同様に、

太線で囲った細長い部分、住宅地区Ｃの一部におき

まして、建築物の容積率の最高限度の制限の「前面

道路のメートルに１０分の４を乗じて得た数字」と

ある文言を１０分の６に変更いたします。１０分の

６に変更いたしますと、結果的に変更前の制限内容

の３行目、ただし書き以降の内容のみとなるという

ことでございます。 

めくりまして、１０ページをご覧ください。 

最後に、手続きの経緯と今後の予定についてご説

明いたします。 

表の上段の新たな防火規制区域の指定ですが、今

年７月の第５２回足立区都市計画審議会でご報告を

させていただき、１０月１日付で既指定地区を除く

足立区中南部一帯地区全域に指定されております。

規制でございますので、周知のため猶予期間を設け、

１２月１７日から施行する予定でございます。 

表の中段の建築形態制限の緩和にあります３つ、

建ぺい率、前面道路幅員による容積率の低減係数及

び道路斜線制限の勾配の変更につきましては、９月

２４日から１０月８日まで都市計画法第１７条に基

づく案の縦覧をいたしましたが、特に意見書の提出

はございませんでした。今後、建ぺい率の変更につ

きましては、１１月１７日開催予定の第２１１回東

京都都市計画審議会にて審議を受ける予定となって

おります。建ぺい率、前面道路幅員による容積率の

低減係数及び道路斜線制限の勾配の変更は、新たな

防火規制の施行とあわせて、１２月１７日に都市計

画の決定・告示ができればと考えてございます。 

最後に、表の下段の千住旭町地区地区計画及び西

新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画の変更で

ございますが、８月２５日から９月８日まで都市計

画法第１６条に基づく地区計画原案の縦覧、９月２

９日から１０月１３日まで都市計画法第１７条に基

づく都市計画の案の縦覧をいたしましたが、特に意

見書の提出はございませんでした。ほかの都市計画

等の変更とあわせて、１２月１７日に都市計画決

定・告示する予定です。しかしながら、地区計画の

制限につきましては建築条例で行われておりまして、

この建築条例も変更しないと効力が発生しないとい

うことでございますので、平成２８年３月ころに２

つの地区計画の建築条例を改正して、運用を図って

いければと考えているところでございます。 

長くなりましたが、以上で第２号議案の説明を終

わらせていただきます。 

〇長塩会長 それでは、第２号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

ら、お願いいたします。渕上委員。 

〇渕上委員 この議案で言うと、建ぺい率とか容積

率が緩和されるということで、私も昔、住んでいた

から、ここら辺の地域はわかっているんですけれど

も、非常に細街路で本当に道路が狭くて、そういう

ところで緩和するということなのですが、逆に言う

とこれは、先ほどもちょっと言っていましたけれど

も、セットバック等道路幅を確保して、建替えをな

るべく推進して、そういう災害のときに避難したり、

消防車が入れたり、そういうことを進めるというこ

となのかどうかということと、これがもし決定した

ときに、今後建替えを推進するに当たっても、また

何らかの策が必要なのかなと思うんですけれども、

その辺２点についていかがなんでしょうか。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

〇大竹幹事 今回３つの緩和、建ぺい率と容積率の

低減係数、道路斜線制限の勾配の緩和をすることで、

ボリュームが大きく建てられるということになりま

す。今まで、実は建築基準法第４２条２項道路等で、

後退する必要があるところでも後退せずに建ってい
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たところがございますけれども、これにつきまして

も後退すると敷地が小さくなってしまって建替えら

れないというような実情もございますけれども、こ

の緩和を使うことで、道路が下がっても同じような

ボリュームで建てられたり、もしくは多少大きく建

てられることで、例えば引越した子供たちが戻って

きて、二世帯、三世帯というような住まい方ができ

たりということも想定できますので、そのような形

で若返りを図ったり、建替えが促進されたりという

ことができればというふうに考えているところでご

ざいます。 

建替えの促進につきしては、実際緩和とあわせて

規制がかかっているということで、新たな防火規制

というのは準耐火建築物以上でなければ建てられな

い。これは多少コストが増えてくるというところで

ございますけれども、この４月１日に不燃化特区を

指定したことで、今後建替えに当たっては固定資産

税、都市計画税の減免ができるというような制度が

ございます。そのメリットも使いながら建替えが促

進できればというふうに考えているところでござい

ます。 

〇長塩会長 建築室長。 

〇服部専門委員 まずセットバックについて、細街

路整備の促進につなげていきたいと考えております。

それと、建替え策については、ＰＲをしっかりして、

事前審査等もやって、なるべく確認申請が通りやす

い状況をつくってまいりたいと思います。私から以

上です。 

〇長塩会長 他にございますか。髙田委員。 

〇髙田委員 まちづくり推進委員長の髙田でござい

ます。 

先ほど私、ちょっと聞き逃したかもしれないんで

すけれども、狭小敷地の建替えなどに配慮ってある

んですけれども、この狭小敷地というのは何平方メ

ートルぐらいのことをおっしゃっているのかお聞き

したいのが１つと、もう一つは、この議案の説明書

にはないんですけれども、議案書の中に、建物の制

限の中に色彩について書かれているところがあるん

ですけれども、この色彩の文言を読みますと非常に

あいまいじゃないかなと思うんですけれども、個人

的な主観がかなり色彩というのは入ってくるので、

よく見ますと中には、「原色を避ける」というのは

わかるんですね。原色を避けるというのは。あとは、

「景観に合った落ち着いた色」とかいう表現がある

んですけれども、これは個人によってかなり変わっ

てくると思うんですけれども、その辺は最終的には

どなたが決定されるんでしょうか。その辺をお答え

ください。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

〇大竹幹事 狭小敷地につきましては、おおむね足

立区の地区計画の中では８３平方メートルを最低敷

地面積として定めているものが多いので、８３を下

回るものについては小さいのかなということで考え

ております。ただ、実際の生活を考えますと、４０

平方メートルを下回ると建てても階段ばかりがある

ような建物で、なかなか住宅として機能しないとい

うことがありますので、４０平方メートルを下回る

と建替えも厳しいのかなというふうに考えていると

ころはございます。 

色彩につきましては、特に小さな戸建て住宅等の

建物につきましては、足立区全域としての制限とい

うのは特にないんですけれども、景観計画の中であ

る程度色彩の基準というのは持っておりまして、そ

の基準の中で妥当性というのは考えられるかなとい

うふうに考えてございます。 

〇長塩会長 いいですか。髙田委員。 

〇髙田委員 一応基準というものがあるんですね。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

〇大竹幹事 その建てる建物についての制限として

働かせることができるかどうかということは別とし

て、足立区として望ましい色彩基準というのは持っ

ておりまして、これが大きい建物ですとか大規模な

開発になりますと、その基準が適応されてきますけ

れども、そういう意味でほかの小さい建物について
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も、その基準は守っていただきたいという趣旨とし

て入れているというところでございます。 

〇髙田委員 はい、わかりました。ありがとうござ

いました。 

〇長塩会長 ほかにございますか。中川委員。 

〇中川委員 女団連の中川でございます。 

災害整備の点については、今回のこの３点につい

てはよくわかるのですが、隣の家との密集が狭まる

ということにつきまして、私は人権擁護委員も務め

ておりますが、その中で隣人相談ということがとて

も相談にたくさん寄せられます。その点についての

ご配慮はいかがでしょうか。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

〇大竹幹事 隣人相談といいますと、いわゆる民法

で言う相隣関係があると思います。基本的に建築基

準法とはリンクしないところでありますけれども、

建物を建てる際には民法上の規定も配慮が必要なの

かなというふうに考えております。実際既に木造が

密集してしまっているところではあるんですけれど

も、逆に言うと、こんなことを言ったらおかしいん

ですけれども、数字を越えて建てられている建物と

かもあって、この制限を緩和することで道路空間等

は確保されるので、そういう意味では空間としては

確保されていく。建物としても合法になっていくの

で、環境としてはよくなっていくのではないかなと

いうふうに考えてございます。 

〇中川委員 よくわかりました。ありがとうござい

ます。 

〇長塩会長 ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

〇長塩会長 ないようですので、採決いたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第２号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

 続きまして、第３号議案、「東京都市計画生産緑

地地区の変更」の審議を行います。また、第３号議

案の審議に当たって関連がありますので、報告事項

４、「国家戦略特別区域を活用した都市農業の推進

について」の報告をあわせてお願いいたします。 

〇大竹幹事 まず、第３号議案につきましては都市

計画課長の大竹よりご説明をさせていただきます。

白色の表紙、議案書の９１ページをお開きいただけ

ればと思います。 

第３号議案、東京都市計画生産緑地地区の変更

（足立区決定）について、上記の議案を提出いたし

ます。 

平成２７年１０月２３日、提出者は足立区長の近

藤弥生でございます。 

提案理由でございますが、東京都市計画生産緑地

地区を変更するに当たりまして、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区

都市計画審議会の議を経る必要があるため提案する

ものでございます。 

１ページめくりまして、９２ページをお開きくだ

さい。都市計画の案の理由書でございます。 

１、種別・名称は記載のとおりでございます。 

２、理由でございますが、農地は都市に食糧を供

給するとともに、都市の少ない緑として区民に潤い

を与えるだけでなく、都市の大切なオープンスペー

スとして、地震や火災から区民の命を守る貴重なま

ちの資源であり、農地の持つ環境保全や景観といっ

た多面的な機能をまちづくりの資源として生かして

いく必要がございます。 

このため、平成２２年５月に改定された足立区基

本計画では生産緑地の保全を前提に、平成２８年度

における生産緑地地区面積を４０ヘクタールとして

行くことを目標としております。 

このたび、１件新規指定申請があったので、生産

緑地として新規指定していくことといたします。 

また、買取申し出に伴います行為制限の解除及び

土地区画整理事業の実施による仮換地指定があった
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ため、生産緑地地区の変更を行うものでございます。 

９３ページは計画書となっております。計画書の

内容につきましては、後ほど議案説明資料にてご説

明をいたします。 

次に、９４ページをご覧ください。 

新旧対照表となっております。一番下の欄ですけ

れども、変更前の計２１７件、３３．３８ヘクター

ルから、変更後の計２１４件、３３．１９ヘクター

ルとなっております。０．１９ヘクタールの減とな

っております。 

続きまして、９５ページが総括図、９６ページか

ら１０１ページが計画図となっております。 

それでは、これからは、黄緑色の議案説明資料で

ご説明をさせていただきます。黄緑色の表紙の議案

説明資料の１１ページをご覧ください。 

趣旨及び目的につきましては、議案書の提案理由

でご説明したとおりでございます。 

２番目の平成２７年度生産緑地地区の変更につい

てでございますが、（１）の今回削除を行う地区が

４件、また、めくっていただきまして１２ページ、

（２）追加する地区が１件、（３）の変更を行う地

区が２件となっております。 

１３ページをご覧ください。 

生産緑地地区の位置をプロットした図となります。

二重丸で記載されているものが追加するもの、黒丸

が削除するもの、黒丸と二重丸があわせてついてい

るところにつきましては、区画整理の換地のために

変更となるものでございます。 

今回変更の理由といたしましては、従事者の故障

による削除が３件、主たる従事者の死亡による削除

が１件となってございます。また、地区番号３０８

が新規申請による追加、地区番号１１１、１１２が

土地区画整理事業施行による変更でございます。 

従事者の故障・死亡による生産緑地地区４件につ

きましては、買取り申し出が出されまして、１カ月

間、区及び都に照会いたしましたが、買い取り希望

がなく、その後２カ月間、農業従事者にあっせんす

るも所有権の移転がなされなかったため、生産緑地

法第１４条に基づく行為の制限が解除になっており

ます。その結果、生産緑地地区が全部削除となりま

す。 

続きまして、各地区の変更の詳細についてご説明

をさせていただきます。めくりまして、１４ページ

をご覧ください。 

右下の凡例にありますとおり、ちょっと字が小さ

くて申しわけありません、地区番号１７番、位置は

入谷二丁目、変更理由は主たる従事者の故障でござ

います。１７番の地区全部９３５平方メートルが削

除となります。ページ右側が１７番の写真となって

おります。 

１５ページは地区番号５５、皿沼三丁目、変更理

由は主たる従事者の故障でございます。５５番の地

区全部７１１平方メートルの削除となります。右側

半分の黒色部分が削除する部分となっております。

ページの右側は５５番の写真で、行為制限が解除さ

れているために、既に建物が建てられている状況が

見受けられます。 

１６ページをご覧ください。 

地区番号１０５番、六木三丁目、変更理由は施行

規則に基づく一定割合以上の従事者の死亡でござい

ます。１０５番の地区全部１，０１５平方メートル

が削除となります。ページの右側は１０５番の写真

でございます。 

次に、１７ページは地区番号１１１・１１２番、

佐野一丁目でございます。土地区画整理事業による

仮換地指定がなされまして、１１１番は面積が２０

０平方メートル増加いたしまして７０９から９１１

平方メートルに、１１２番は面積が６００平方メー

トル減少となりまして、２，７００から２，１０４

平方メートルに変更となりました。変更後の面積は、

２地区合わせて３，４０９平方メートルから３，０

１５平方メートルとなります。ページ右側は、それ

ぞれの写真となっております。 

次に、１８ページをご覧ください。 
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地区番号１９８、扇二丁目、変更の理由は主たる

従事者の故障でございます。１９８番の全部１，０

６７平方メートルが削除となります。ページの右側

は１９８番の写真でございます。 

１９ページは、地区番号３０８、西伊興一丁目は

新規申請による追加でございます。新たに１，７６

２平方メートルが追加となります。ページの右側が

３０８番の写真となっております。 

２０ページをご覧ください。 

生産緑地地区面積ですが、先ほどご説明したとお

りとなります。 

続きまして、４の都市計画手続きの経緯と今後の

予定ですが、東京都との協議を行いまして、平成２

７年９月９日に東京都知事より意見なしとの回答を

得ております。平成２７年９月２４日から１０月８

日まで２週間、都市計画案の公告・縦覧を行いまし

たが、意見書の提出はございませんでした。本日ご

審議をいただきまして、１１月１３日に都市計画決

定・告示をできればというふうに考えてございます。 

以上で第３号議案の説明を終わらせていただきま

す。 

〇長塩課長 産業振興課長。 

〇石鍋産業振興課長 引き続きまして、報告資料の

４につきまして関連してご報告申し上げます。水色

の報告書のつづり、こちらの１３ページをおあけく

ださい。第３号議案に関連してということで、報告

４、「国家戦略特別区域を活用した都市農業の推進

について」、ご説明申し上げます。本報告につきま

しては、生産緑地制度と関連するということで、こ

こでご報告申し上げる次第でございます。 

初めに、１、目的と経緯について申し上げます。 

都市部における農地につきましては、都市部に住

む方に新鮮でおいしい野菜を供給する地産地消の役

割を果たすだけにとどまらず、防災面では災害時の

延焼遮断や一時的な避難所になったり、環境面では

都市部のヒートアイランド緩和に一役をかったり、

また収穫体験等を通じて教育面においても大きな役

割を担っております。 

しかし、農業者の高齢化や高額な税負担の問題な

どにより、農地面積は減少傾向にございます。 

このたび東京都では、この多面的機能を持つ都市

農地の維持を目的といたしまして、都内に農地を持

つ区市町の賛同のもと、この６月に開催されました

第４回東京圏国家戦略特別区域会議において国家戦

略特別区域、いわゆる特区への指定を要請いたしま

したので、ここにご報告するものでございます。 

続きまして、２、特区提案の概要でございます。

生産緑地にかかわる内容をメインといたしまして、

大きな柱が３つございます。 

１つ目は、農地流動化による担い手確保、規模拡

大等の経営基盤強化でございます。現在の生産緑地

制度におきましては、農地の所有者とその家族が営

農し続けることが指定の条件となっております。し

かし、高齢化等の理由により営農がままならない、

そういった農家も出てきております。そのため、他

の農業者や自治体、法人等に生産緑地を貸して、農

地として利用され続ける場合でも生産緑地の指定が

続き、相続税納税猶予制度も適用しようというもの

でございます。 

続きまして、２番目でございます。小規模農地の

保全でございます。生産緑地の指定につきましては、

５００平方メートル以上の一団の農地であることが

条件となっておりますけれども、この要件を緩和い

たしまして、区市町がその実情に応じて独自に下限

を設定できるようにしようというものでございます。

東京都が行った調査になりますけれども、５００平

方メートル未満の農地を持つ農家について、面積要

件が緩和された場合に指定を受けるかというふうな

ことを以前調査したところ、半数近い農家がそうい

ったことを希望しているというふうなことを回答し

ておりまして、この要件緩和によりまして生産緑地

の追加指定といったものの増加が期待されます。 

最後、３つ目になりますけれども、相続税の負担

軽減を図るというものでございます。農業経営にと
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って不可欠な施設、こちらのほうに例示をしてござ

いますけれども、集出荷施設・倉庫・直売所等の施

設や防風林について、相続税納税猶予の対象として

認めようというもので、これによりまして税負担の

緩和を図るものでございます。 

次に３、参加自治体でございますけれども、市街

化区域に農地を持つ都内の全ての区市町が参加を表

明しております。数としては、足立区を含めまして

３９自治体となります。 

４、今後のスケジュールでございますけれども、

今年６月の東京圏国家戦略特別区域会議で指定要請

を行いました。順調にいきましたら、内閣府・関連

省庁等で税制、法令体制にかかわる調査等を行い、

国会等での審議を経まして、内閣総理大臣が任命す

ることにより、特区として運用が開始されるという

流れになります。一般的に特区が認定するまでの期

間でございますけれども、１年ちょっとぐらいを要

するというふうに聞いてございます。 

なお、お手元には本報告の参考といたしまして、

１５ページ以降に東京都の産業労働局より提供を受

けました資料を添付しておりますので、ご参照いた

だければと存じます。私からは以上でございます。 

〇長塩会長 それでは、第３号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

ら、お願いいたします。佐々木委員。 

〇佐々木委員 生産緑地は平成２８年度で４０ヘク

タールを目標とはしていますが、現実に今ご説明の

あったとおり、都市農業に従事する方の高齢化とか

相続の問題などで、現実にはどんどんどんどん減少

しているというのが実態であると思うんですね。こ

の国家戦略特別区域を活用した都市農業の推進とい

うのは非常に有効だろうというふうに思うんですが、

これは足立区として何らかの、国からの戦略特区が

指定されれば、直ちに実行に移すということの理解

でよろしいんですか。 

〇長塩会長 産業振興課長。 

〇石鍋産業振興課長 区といたしましても、都内の

他の自治体とともに、この特区への参加を表明して

おりますので、認定を受ければ直ちに、例えば下限

面積の制定ですとか、そういったことの検討、決定

に進んでまいります。 

〇長塩会長 佐々木委員。 

〇佐々木委員 これは他の自治体にも貸せるという

ことを対象とするというふうに書いてあって、１５

ページに「市民農園整備促進法等に基づき、自治体

等へ生産緑地を貸付けた場合も相続税納税猶予制度

を適用」と書いてありますけれども、例えば今、足

立区は区民農園をやっていますけれども、そういっ

た活用ということも可能になるということですか。

○長塩会長 産業振興課長。 

〇石鍋産業振興課長 区民農園として自治体が利用

する場合には、生産緑地を使うことはできないとい

うのが今縛りになっております。それは区民農園を

貸す方が農業の主体者となるからです。この国家戦

略特区がもし認定されましたら、生産緑地につきま

しても自治体が借り入れて、区民農園として活用し

ていく、そういった道筋が開かれることになります。 

〇長塩会長 佐々木委員。 

〇佐々木委員 非常に区民農園は人気があって、ほ

とんど抽せんになっているケースも多くて、そうい

った場合に区民農園としての活用が可能になるとい

う部分では、非常に区民の皆さんも期待している部

分もあると思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。以上でございます。 

〇長塩会長 他にございますか。須广委員。 

〇須广委員 この生産緑地なんですが、避難場所と

しての活用というふうに書かれているわけなんです

が、個人の土地という側面も一方ではあろうかと思

います。災害時の避難場所としての活用、この実効

性というのはどのように確保されているのでしょう

か。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 まだこれからになりますけれども、そ

れぞれの農地をお持ちの方と協定等を結んで、災害
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時に例えば避難場所にしていただいたり、災害用の

住宅を建てたりというようなことで、どこまでご協

力いただけるかということをお約束した上で使って

いければということで、まだこれからというところ

でございます。 

〇須广委員 ありがとうございます。 

〇長塩会長 ほかにございますか。渕上委員。 

〇渕上委員 今回３件が生産緑地廃止になっており

ます。さっき区民農園の話がありましたけれども、

生産緑地は区民農園に使えないということで、生産

緑地を活用するということで体験農園というのを今

足立区でも始めていますけれども、この３件につい

ては、例えば体験農園を活用することによって生産

緑地が継続できますけれども、そういう考えで生産

緑地を維持するということはできなかったんでしょ

うか。 

〇長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 現在まだ国家戦略特区運用が始まって

いないので、実際主たる従事者が故障されていると

いうことでお話があったので、手続をとって廃止と

いうことになっております。今後運用が開始されれ

ば、お持ちの方とのご相談の中で、そういう運用も

できるかなというふうに考えてございます。 

〇長塩会長 渕上委員。 

〇渕上委員 そういうことではなくて、区民農園は

当然できないと思うんですけれども、体験農場とい

うのは生産緑地のままで継続で使えますよね。区民

農園と体験農場と今２種類あるじゃないですか、生

産緑地の。生産緑地を維持するために体験農場とい

うのはせっかく足立区で始めたので、その辺がどう

だったのかなと思いました。 

○長塩会長 産業振興課長 

〇石鍋産業振興課長 今回、主たる従事者の傷病に

よる生産緑地の行為制限解除ということで３件ござ

いました。生産緑地を農スクールにするという方法

というのも一つもありましたけれども、幾つか問題

点がありまして、地形が悪いというふうなところで

すとか、従事者が故障して生産緑地を農スクールに

する場合でも、園主さんが農業に関する指導を行え

ないといけないというふうな問題などもございまし

た。そういった人材面での問題等もありまして、今

回行為制限の解除という道筋になったという実情が

あります。 

〇長塩会長 渕上委員。 

〇渕上委員 生産緑地というのは固定資産税とか相

続税が猶予されるということで、そのかわり逆に言

うと縛りがきつくて、病気になってもやめられない

とか、人に貸したりできないとか、そういう縛りが

強くて、なかなか生産緑地を指定してくれる方が少

ないんですけれども、でも本当に都市としては、こ

れから防災とか、先ほども言われましたけれども、

災害があったときの避難場所とか、あるいは雨水を

吸収してもらえるとか、それから当然環境面でも緑

化をしていくということでは非常に大切で、都市と

しては農業を維持するということは大切だと思うん

ですね。ただ、国としては、農業全体で言うと農水

省なんですけれども、都市農業というのは国交省が

管轄しているということで、国交省は生産緑地の条

件の緩和というのは随分賛成はしてもらっているん

だけれども、どうも財務省がかなり、やはり税収が

減るということで絶対だめだというふうに強硬だと

いうのを聞いているんですけれども、今回東京都が

特区の申請をしているということなので、ぜひ東京

都はそれを認めてほしいと思うので、その可能性と、

もし決まるとしたらいつごろからこれが使えるよう

になるというか、その辺はいかがなんでしょうか。 

〇長塩会長 産業振興課長。 

〇石鍋産業振興課長 東京都産業労働局にいろいろ

働きかけて、情報は収集しております。先生がおっ

しゃるように、農水省や国交省につきましては、こ

ういった制度については賛成だけれども、やはり財

務セクションのほうで難色を示しているというふう

なお話を聞いております。今後もさまざまな方面の

方々からのお力添えなどをいただきながら国のほう
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に働きかけを行って、東京都と一緒にこれを推進し

ていきたいと考えております。 

また、先ほどちょっと申し上げましたけれども、

おおよそ特区として認定されるまでの期間というの

は１年程度というふうに聞いております。もしかし

たら１年半ぐらいかかるかもしれないというふうな

ところで話は聞いておりますので、この６月から起

算しますと、順調にいけば来年の年末とか、そうい

った時期になろうかと考えます。 

〇長塩会長 ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

〇長塩会長 ないようですので、採決をいたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第３号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

 最初に事務局から案内がありましたとおり、ここ

で１０分間の休憩をとりたいと思います。再開時間

については事務局より御案内願います。 

〇大竹幹事 申しわけございません。ちょっと時間

が押している関係もございまして、１０時３５分か

ら再開をさせていただければというふうに思います。

ちょっと短い休憩ですけれども、よろしくお願いい

たします。 

〇長塩会長 では５分間ちょっとですけれども、１

０時３５分から再開いたします。 

午前１０時２９分休憩 

午前１０時３５分再開 

〇大竹幹事 それでは、皆様おそろいのようですの

で、再開をさせていただければと思います。 

引き続き長塩会長より議事の進行をお願いいたし

ます。 

〇長塩会長 それでは再開いたします。 

報告事項１、「（仮称）伊興五丁目公園の都市計

画変更について」、八鍬まちづくり課長から説明願

います。 

○八鍬幹事 まちづくり課長の八鍬でございます。

私から、報告１、「（仮称）伊興五丁目公園の都市

計画変更について」、ご説明させていただきます。 

初めに、表紙右上に「水色」と書かれた冊子、報

告説明資料の１ページをご覧ください。 

まず、趣旨及び目的です。右側の広域位置地図を

ご覧ください。一点鎖線で囲まれた区域が西伊興地

区地区計画の区域でございます。当地区は、足立区

の北部に位置しており、緑豊かな快適で安全なまち

の形成と緑の保全などコミュニティ活動の根づくま

ちづくりを目指し、平成１６年６月、足立北部地域

西伊興地区地区計画を都市計画決定しております。 

その中で、この黒く塗られた部分は地区施設公園

２号に位置づけられており、昭和４２年より現在に

至るまで地域に根づいた西伊興ファミリー広場とし

て地域の皆さまに利用されております。 

このたび当該地は、地域のコミュニティ形成に寄

与する貴重な広場として永続的な利用を図るため、

西伊興地区地区計画の地区施設公園２号から都市計

画公園（仮称）伊興五丁目公園として位置づけるも

のでございます。 

続きまして、報告説明資料の２ページをご覧くだ

さい。 

２、計画地の現況です。左側上段の位置図をご覧

ください。当該地は伊興住区センターの北側に位置

しております。また、当該地の西側の道路は、都市

計画道路補助第２５３号線に位置づけられておりま

す。 

右側写真は、当該地の北側から撮影したものでご

ざいます。 

続きまして、下段をご覧ください。 

３、都市計画手続きの経緯と今後の予定です。こ

れまでの経緯としましては、平成２７年８月６日に

公園整備に関する地元との意見交換会を開催しまし

た。今後の予定としましては、本日審議会にご報告

し、記載のとおり都市計画変更の手続きを進め、平

成２８年７月に開催予定の足立区都市計画審議会に
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て審議をしていただき、８月に都市計画決定・告示

を予定しております。また、この場所については、

平成２９年度に公園整備をできれば考えております。 

報告１の説明は以上でございます。ありがとうご

ざいました。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいた

します。 

 なければ、続きまして、報告事項２、「一般廃棄

物処理施設の位置の許可について」、田中建築調整

課長から説明願います。 

○田中幹事 建築調整課長の田中でございます。私

から、報告事項２、「一般廃棄物処理施設の位置の

許可について」、建築基準法の許認可を所管する特

定行政庁の立場からご説明させていただきます。 

お手元の報告説明資料２をご覧ください。 

本案件は、現在、区内で稼働している民間廃棄物

処理施設の処理内容の変更に伴い、施設位置の許可

を取得するため、都市計画審議会に上程するもので

あります。 

今回はその前段として、法の趣旨や仕組み、許可

申請施設の概要についてご説明申し上げ、次回第５

４回の都市計画審議会において議案として提出させ

ていただく予定でございます。 

それでは３ページの１、趣旨及び関係法令につき

まして、（１）建築基準法及び４ページの（２）廃

棄物の処理及び清掃に関する法律の規定をご説明い

たします。以降「廃掃法」と省略させていただきま

す。 

建築基準法第５１条により、「ごみ焼却場及びそ

の他の処理施設は、都市計画においてその敷地の位

置が決定していなければ、新築・増築等ができな

い」とされております。「ただし、特定行政庁が都

市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計

画上支障がないと認めて許可した場合には、新築・

増築が可能となる」と定められています。本案件は、

このただし書きの許可を求めるものでございます。 

なお、区が位置の許可を行う施設は、建築基準法

施行令第１３０条の２の２及び４ページにございま

す廃掃法施行令第５条の規定により、一般廃棄物処

理施設のうち、「一日当たりの処理能力が５トン以

上のごみ処理施設」とすることが定められています。

廃掃法では廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に大別

しておりますが、事業活動に伴い生じる産業廃棄物

を除き一般廃棄物の処理につきましては、基本的に

市町村の責務であることが規定されております。 

次に、５ページの２、経緯をご覧ください。 

事業主体である本事業者は、昭和４８年から総合

廃棄物処理事業者として都内を中心にリサイクル事

業を展開し、当区においても平成１２年から委託処

理事業者として清掃行政に貢献しております。 

申請施設は平成４年に開設し、許可を必要としな

い範囲で一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理施設

として稼働しております。 

現在行っている処理内容に加え、一般廃棄物の規

制対象となるペットボトル及び廃プラスチックの処

理を新たに計画しており、機械の変更はございませ

んが、機械処理能力の許容範囲内で処理量を増大さ

せることとなるため、施設全体の精査が必要となっ

たものであります。 

次に、６ページ及び７ページの位置及び施設の概

要をご覧ください。 

施設の位置は千住桜木二丁目１８番で、地域地区、

事業主体、施設内容等は記載のとおりでございます。 

７ページには、現在処理している廃棄物の内容及

び機械の処理能力を表に記載しております。今回新

たに追加する項目Ｅ及びＦのペットボトルと廃プラ

スチックの圧縮処理が許可対象項目となるため、こ

れまで対象とされなかった項目ＢとＣも全て合算し

て機械の処理能力を判定しなければならず、合計が

日量５トンを超えるため許可が必要となるものでご

ざいます。 

次に、８ページをご覧ください。 

計画地につきましては、荒川と隅田川に挟まれた



 17

位置にございます。計画地の東側には、第一種住居

地域が隣接しております。 

９ページの許可基準の概要をご覧ください。 

本施設は工業専用地域に位置し、平成４年の工場

認可取得後２２年近く操業しており、増築・用途変

更扱いになります。 

許可基準の①、②につきましては、現在、順調に

対策を実施しております。 

③につきましては、許可を取得できましたら、一

般廃棄物処理計画に位置づけ、区の清掃事業の一環

として適正に業務が実施されるよう、実態の管理に

努めてまいります。 

また、④につきましては、既に承認が得られてお

ります。 

最後に、１０ページをご覧ください。 

本年５月から関係町会、自治会への計画説明を行

い、現地には施設内容のお知らせ看板を掲示し、隣

接住民への個別説明を行っております。また、生活

環境影響調査の結果につきましては、特に問題はな

かった旨の報告がございました。 

次回審議会では、施設の搬出入ルートや生活環境

影響調査等の詳しい結果をご報告し、議案としてご

審議いただく予定でございます。 

報告事項２の説明は以上でございます。ありがと

うございました。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいた

します。 

 ないようですので、続きまして報告事項３、「足

立区都市計画マスタープラン改定について」を大竹

都市計画課長から説明願います。 

〇大竹幹事 都市計画課長の大竹でございます。報

告事項３、「足立区都市計画マスタープラン改定に

ついて」、ご説明をさせていただきます。恐れ入り

ます。お手元の資料で、水色の表紙の１１ページを

ご覧ください。 

最初に、１、専門部会の設置についてご説明をい

たします。 

専門部会の設置でございますが、７月３１日に開

催されました第５２回足立区都市計画審議会におき

まして専門部会設置の承認がされ、８月３１日付で

専門部会の各委員に指名通知をご送付させていただ

いているところでございます。 

専門部会委員の構成につきましては、資料中ほど

のとおりとなっております。 

なお、今後この専門部会を都市計画マスタープラ

ン改定専門部会と称させていただければと思います。 

現在は、９月２４日に公募型プロポーザル方式に

より特定したコンサル業者と契約を行いまして、人

口の推移ですとか、まちの状況、各種計画の整理を

行っているところでございます。 

今後、この専門部会におきまして、下のほうにあ

りますけれども、（１）都市計画マスタープラン改

定の調査検討、（２）地区環境整備計画改定の調査

検討を行っていければと考えてございます。 

１枚めくっていただきまして、１２ページをご覧

ください。 

２、都市計画マスタープラン改定のポイントにつ

いてご説明いたします。 

都市計画マスタープランの主な改定のポイントで

ございますが、４点記載させていただいております。

（１）経年による社会状況やまちの状況の変化との

整合を図る。（２）新基本構想、新基本計画等の上

位計画及び関連計画との整合を図る。（３）東京都

の都市計画区域マスタープランとの整合を図る。

（４）人口減少社会に対応したまちづくりを検討す

ると考えております。 

そしてコンパクトシティですとか密集市街地整備

の防災性の向上などまちづくりにつきまして、２０

年後あたりを見据えた今後１０年の都市計画マスタ

ープランとして策定してまいりたいと考えておりま

す。 

今後のスケジュールでございますけれども、まず

基礎調査を行いまして、区民の方へのアンケートで
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すとか、専門部会ですとかまちづくり推進委員会等

で意見聴取をさせていただきながら、今年度中に地

区環境整備計画の原案の作成、都市計画マスタープ

ランの骨子を作成していければと考えております。 

来年度、平成２８年度は都市計画審議会、まちづ

くり推進委員会等の意見聴取ですとか、パブリック

コメントを実施いたしまして、都市計画マスタープ

ランの改定ができればというふうに考えてございま

す。皆様のご協力をぜひともお願いいたします。 

以上で報告３の説明を終わらせていただきます。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいた

します。 

 野沢委員。 

○野沢委員 野沢太三でございます。 

このマスタープランをつくっていくときに１つご

留意いただきたい課題がございますが、皆さんご承

知のとおり、日本にやってまいります外国のお客様、

インバウンドのお客様が昨年は１，３４１万人とい

うことで史上最高になったわけでございます。今年

も９月までの統計を見ますと、もう既に１，４４８

万というのを突破いたしまして新記録をつくってお

りますが、これからオリンピック等を目指しまして

外国からのお客様が相当増えていくということが想

定されるわけでございます。２倍、３倍、４倍とい

うような推計もございますが、足立区はそういった

外国からのお客様をお迎えするに当たりまして、十

分な都市施設、ホテルを初めとして十分ではないん

じゃないかなという感じを持っておるわけでござい

ます。せっかくおいでになるお客様が、ぜひ足立区

にもお立ち寄りいただいて、ここでしかも宿泊し、

食事もなさり、また区民の皆様との交流を深めると

いったようなことがやりやすいようなまちづくりを、

ぜひひとつご検討いただければ幸いと思いますので、

ご要望として申し上げておきたいと思います。野沢

太三でございました。以上です。 

〇長塩会長 ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

〇長塩会長 ないようですので、これにて本日の議

案審議は終了といたします。 

 これより会の進行を事務局にお願いいたします。 

○大竹幹事 長塩会長、議事の進行ありがとうござ

いました。 

 その他といたしまして事務連絡でございますけれ

ども、マイナンバー制度の導入がございまして、こ

れからマイナンバーが使われていくというところで

ございます。来年の都市計画審議会開催の際にはマ

イナンバーをご提示していただくことになってくる

かと思います。マイナンバーにつきましては、これ

から番号が交付されますけれども、身分証の確認等

が必要になってくるものもございまして、できれば

マイナンバーカードをつくっていただきますと確認

作業が楽になるということもございますので、ぜひ

ご協力をいただければというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。 

また、本日、お車でご来場いただきました委員の

皆様につきましては、駐車券を配布させていただき

ますので、事務局にお申しつけください。 

 次回、第５４回の都市計画審議会でございますけ

れども、来年の７月ごろを予定してございます。ち

ょっと先でございます。しかしながら、案件により

ましては変更となって、もしかしたらまた年度内に

ということもございますので、その際には事前に委

員の皆様にご案内をさせていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

委員の皆様から何かございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

〇大竹幹事 特にないようでございましたら、これ

にて第５３回足立区都市計画審議会を閉会とさせて

いただきます。本日も熱心なご議論ありがとうござ

いました。 


